
瑞
宝
単
光
章

【元香取広域市町
村圏事務組合消防
本部消防司令長】
故中
なか

村
むら

直
なお

久
ひさ

さん
（野田）

瑞
宝
単
光
章

【元千葉県警部】
﨑
さき

山
やま

勇
いさむ

さん
（谷中）

瑞
宝
双
光
章

危
険
業
務
従
事
者
叙
勲【元千葉県警部】

石
いし

田
だ

昭
あきら

さん
（富田）

瑞
宝
単
光
章

【元千葉県警部】
神
かん

﨑
ざき

光
みつ

男
お

さん
（大戸）

正
七
位
瑞
宝
双
光
章

【元佐倉市八街市酒々井
町消防組合消防司令長】
小
こ

林
ばやし

哲
てつ

男
お

さん
（佐原イ）

従
六
位
旭
日
双
光
章【元香取市議会

議員】
故濱
はま

田
だ

範
のり

雄
お

さん
（八筋川）

被
災
者
生
活
再
建
支
援
制
度

■
支
援
対
象　

居
住
す
る
住
宅
が

全
壊
ま
た
は
大
規
模
半
壊
と
さ
れ

た
世
帯

　

居
住
す
る
住
宅
が
半
壊
以
上
の

被
害
認
定
ま
た
は
大
き
な
地
盤
被

害
な
ど
、
や
む
を
得
な
い
事
由
に

よ
り
当
該
住
宅
を
解
体
す
る
に

至
っ
た
場
合
「
全
壊
」
扱
い
と
な

り
ま
す
。

　

自
己
所
有
の
住
宅
に
限
ら
ず
、

借
家
や
ア
パ
ー
ト
な
ど
賃
貸
住
宅

に
居
住
し
、
被
災
し
た
場
合
も
対

象
と
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

■
申
請
期
限

◇
基
礎
支
援
金　

平
成
26
年
４
月

10
日
（
解
体
の
場
合
は
解
体
完
了

ま
で
）

◇
加
算
支
援
金　

平
成
27
年
４
月

10
日
（
基
礎
支
援
金
を
申
請
期
限

ま
で
に
申
請
し
な
い
と
加
算
支
援

金
も
申
請
で
き
な
く
な
り
ま
す
）

※
必
要
書
類
な
ど
、
詳
し
く
は
問

い
合
わ
せ
く
だ
さ
い

千
葉
県
液
状
化
等

被
害
住
宅
再
建
支
援
事
業

■
支
援
対
象
①

　

市
内
の
一
戸
建
て
の
住
宅
に
平

成
23
年
3
月
11
日
時
点
で
居
住
し

て
い
た
被
災
世
帯
で
、
次
の
い
ず

れ
か
に
該
当
す
る
世
帯

◇
地
盤
被
害
に
よ
り
半
壊
ま
た
は

一
部
損
壊
の
被
害
を
受
け
た
住
宅

の
地
盤
を
復
旧
（
基
礎
の
修
復
を

含
む
）
し
た
世
帯

◇
半
壊
の
被
害
を
受
け
た
住
宅
を

補
修
し
た
世
帯

■
支
援
対
象
②

　

震
災
時
に
住
ん
で
い
た
住
宅
以

外
で
液
状
化
な
ど
の
地
盤
被
害
を

受
け
た
市
内
の
一
戸
建
て
の
住
宅

を
解
体
し
た
場
合
で
、
次
の
い
ず

れ
か
に
該
当
す
る
人
（
不
動
産
業

東
日
本
大
震
災
に
伴
う
住
宅
・

生
活
再
建
支
援
制
度
の
申
請
は
お
早
め
に

を
生
業
と
す
る
人
は
対
象
と
な
り

ま
せ
ん
）

◇
平
成
23
年
3
月
11
日
以
前
か
ら

継
続
し
て
当
該
住
宅
を
所
有
す
る

人
、
ま
た
は
そ
の
親
族
・
相
続
人

◇
平
成
23
年
3
月
11
日
に
新
築
中

で
あ
っ
た
当
該
住
宅
の
建
築
主

対
象
と
な
る
被
災
住
宅
の
具
体
例

◇
別
棟
（
い
わ
ゆ
る
離
れ
）

◇
震
災
時
に
未
入
居
で
あ
っ
た
所

有
住
宅
（
別
荘
含
む
）

◇
貸
家

　

市
で
は
、
東
日
本
大
震
災
に
よ

り
自
ら
居
住
し
て
い
た
住
宅
に
被

害
を
受
け
た
被
災
者
ま
た
は
、
そ

の
親
族
が
「
被
災
し
た
住
宅
の
補

修
」
ま
た
は
「
市
内
で
新
た
な
住

宅
の
建
設
・
購
入
」
の
た
め
に

1
0
0
万
円
以
上
の
資
金
を
金
融

機
関
か
ら
借
り
入
れ
た
場
合
、
返

済
利
子
を
助
成
し
ま
す
。

■
対
象　

次
の
要
件
を
す
べ
て
満

た
す
人

◇
り
災
証
明
書
の
交
付
を
受
け
た

住
宅
（
以
下
「
被
災
住
宅
」
と
い

う
）
を
自
己
ま
た
は
親
族
が
所
有

し
、
震
災
発
生
時
に
自
己
ま
た
は

親
族
が
当
該
被
災
住
宅
に
居
住
し

て
い
た
人

◇
市
内
に
住
宅
の
再
建
な
ど
を
す

る
人

◇
住
宅
再
建
資
金
に
つ
い
て
、

平
成
23
年
3
月
11
日
以
降
に

1
0
0
万
円
以
上
の
金
銭
消
費
貸

借
契
約
を
金
融
機
関
な
ど
と
締
結

し
、
平
成
26
年
3
月
31
日
ま
で
に

融
資
の
実
行
を
受
け
た
人

◇
利
子
補
給
を
受
け
よ
う
と
す
る

融
資
に
つ
い
て
、
同
様
の
利
子
補

給
を
他
か
ら
受
け
て
い
な
い
人
、

ま
た
は
他
か
ら
受
け
よ
う
と
し
て

い
な
い
人

◇
市
税
な
ど
の
滞
納
が
な
い
人

■
助
成
期
間　

借
入
日
か
ら
5
年

以
内

■
助
成
対
象
借
入
限
度
額　

5 

0

0
万
円
以
内

■
助
成
率　

年
2
・
0
％
（
融
資

金
利
が
年
2
・
0
％
未
満
の
場
合

は
そ
の
金
利
）

■
申
請
期
限

　

平
成
27
年
4
月
10
日
ま
で
に
工

事
完
了
の
上
、
申
請
し
て
く
だ
さ

い
。

　

被
災
者
生
活
再
建
支
援
制
度
を

利
用
し
て
い
る
人
が
千
葉
県
液
状

化
等
被
害
住
宅
再
建
支
援
事
業
を

利
用
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

必
要
書
類
な
ど
、
詳
し
く
は
問
い

合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ

社
会
福
祉
課　
　

☎
(50)
1
2
0
9

被
災
者
住
宅
再
建
資
金

利
子
補
給
事
業

■
申
請
期
限

◇
借
入
資
金
に
係
る
第
1
回
目
の

返
済
予
定
日
が
平
成
25
年
中
の
場

合　

12
月
27
日
㈮
ま
で

※
申
請
期
間
が
経
過
し
た
場
合
で

も
平
成
26
年
3
月
31
日
㈪
ま
で
の

申
請
は
、
利
子
補
給
の
一
部
を
受

給
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
の
で
、

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い

◇
借
入
資
金
に
係
る
第
1
回
目
の

返
済
予
定
日
が
平
成
26
年
1
月
1

日
か
ら
3
月
31
日
の
期
間
内
の
場

合　

平
成
26
年
3
月
31
日
㈪
ま
で

※
被
災
者
住
宅
再
建
資
金
利
子
補

給
事
業
は
、
現
段
階
で
平
成
26
年

3
月
31
日
を
も
っ
て
終
了
す
る
予

定
で
す

■
そ
の
他

　

前
年
1
月
か
ら
12
月
ま
で
の
1

年
間
に
金
融
機
関
に
支
払
っ
た
借

入
金
の
利
子
に
対
す
る
助
成
金
を

毎
年
2
月
に
交
付
し
ま
す
。

※
提
出
書
類
な
ど
、
詳
し
く
は
問

い
合
わ
せ
く
だ
さ
い

問
い
合
わ
せ

都
市
整
備
課　
　

☎
(50)
1
2
1
4

介
護
保
険
要
介
護
認
定
を
受
け
て
い
る
人
へ

障
害
者
控
除
対
象
者
認
定
書
を

交
付
し
ま
す

　

市
で
は
、
介
護
保
険
の
要
介

護
認
定
を
受
け
て
い
る
人
に
、

所
得
税
お
よ
び
市
県
民
税
の
障

害
者
控
除
を
受
け
る
た
め
の

「
障
害
者
控
除
対
象
者
認
定
書
」

を
申
請
に
よ
り
交
付
し
ま
す
。

　

こ
の
認
定
書
は
、
平
成
25
年

分
の
所
得
税
お
よ
び
平
成
26
年

度
分
の
市
県
民
税
の
申
告
時
に

使
用
で
き
ま
す
。

■
対
象

　

市
の
要
介
護
認
定
で
要
介
護

1
か
ら
要
介
護
5
の
認
定
を
受

け
た
、
満
65
歳
以
上
の
人
。

　

た
だ
し
、
認
定
調
査
票
の
認

知
症
高
齢
者
と
障
害
高
齢
者
の

日
常
生
活
自
立
度
が
両
方
と
も

ほ
ぼ
自
立
の
人
は
対
象
外
で
す
。

※
身
体
障
害
者
手
帳
・
療
育
手

帳
・
精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手

帳
の
交
付
を
受
け
て
い
る
人
は

除
く

■
申
請
受
付

　

本
人
ま
た
は
そ
の
人
を
扶
養

し
て
い
る
人
が
申
請
で
き
ま
す
。

ま
た
、
郵
送
で
も
申
請
で
き
ま

す
。

　

申
請
書
に
は
申
請
者
の
印
鑑

が
必
要
で
す
。

　

申
請
書
は
受
付
窓
口
に
あ
る

ほ
か
、
市
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か

ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。

■
受
付
開
始
日

　

12
月
2
日
㈪
〜

■
認
定
書
の
交
付
日
・
交
付
場

所
　

平
成
26
年
1
月
6
日
㈪
か
ら

高
齢
者
福
祉
課
お
よ
び
各
支
所

介
護
保
険
担
当
窓
口
で
交
付
し

ま
す
。

　

税
法
に
定
め
ら
れ
た
基
準
日

（
12
月
31
日
）
以
降
の
交
付
と

な
り
ま
す
が
、
対
象
者
が
基
準

日
前
に
死
亡
し
て
い
る
場
合
は
、

基
準
日
前
で
も
交
付
し
ま
す
。

問
い
合
わ
せ

高
齢
者
福
祉
課
☎
(50)
1
2
0
8

叙
勲
受
章
者

旭
日
単
光
章

【元香取市議会
議員】

故八
や

代
しろ

浩
ひろし

さん
（岩部）

叙
位
・
叙
勲
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